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中小企業・小規模事業者のデータ利活用に関する検討委員会（第２回） 

議事要旨 

 

開催日時 平成 30年 12月 14日（金） 10:00～12:00 

場所 経済産業省本館２階 西３会議室 
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中田 直之 株式会社 商工組合中央金庫 業務企画部 次長 
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議事要旨 

① 中小企業事業者データの検討結果について 

･ 事業者を識別するための法人番号について、法人番号を持たない個人事業主はマイナンバーを利

用することになっているが、マイナンバー法により利用範囲が厳しく制限されてしまう。今後は

個人事業主が対外的に出せる法人番号のような識別子の導入を政府全体で検討するべき。 

･ 個人事業主の情報は、マイナンバーのみならず住所等も個人情報に該当するため留意が必要。 

･ 中小企業事業者データの全データ項目を同時に共有開始することは実現性が低いため、例えば一

部のデータ項目を関係機関の間で共有開始する等、スモールスタートしたうえで取り扱いデータ

項目の段階的な拡大を検討するべき。 

･ 中小企業支援プラットフォームにおいては、情報の信頼性担保の方法が検討課題となる。 

･ 中小企業事業者データのデータ項目は、本委員会提示の事務局案で今後検討を進めていく【決

定】。 

② 情報共有ルールのあり方の論点について 

･ 事業者や支援機関等から情報を取得する場合、その情報の二次利用については、情報提供元から

の同意取得、情報利用の制約条件となる法律、の２点が主要な論点である。 
･ 中企庁（または行政機関）が中小企業支援プラットフォームの管理者となる場合、行政機関個人

情報保護法を順守する必要がある。情報開示請求への対応も検討するべき。 
･ 中小企業支援プラットフォームにおける情報管理主体やコスト負担の主体の全体像、及び具体的

な利活用シーンを踏まえ、論点を整理するべき。 

③ 中小企業支援プラットフォームの利活用シーンについて 

･ ワンスオンリーやリコメンデーションについては、事業者による行政サービス利用時の利便性向

上に資するため、事業者へのメリットが明確である。他方で、データ分析/EBPMについては事業

者のメリットとして理解を得るのは難しい。従って、ワンスオンリーとリコメンデーションから

検討を開始し、その後、可能な範囲で EBPMへの利活用を想定するべき。 

･ 今後、より精緻に支援事業の効果検証をするために、支援事業の非採択事業者との比較を行うべ

き。中小企業支援プラットフォームにおいては、支援事業の採択事業者と非採択事業者の両方の

データを蓄積することが肝要。 

･ すべての中小企業の情報を一元的に取扱うことは難しいと考えられるため、まずは支援事業を多

く申請している事業者など、積極的な利用が見込める事業者向けにサービスを設計するべき。 

④ 中小企業支援プラットフォームの運営コストについて 

･ 利用者からその利用メリットに見合う利用料を徴収し、それを運営費に充てることは一案。 

･ 中小企業支援プラットフォームを運営するために外郭団体を設立し、その運営費が高コストとな

り、さらに情報共有の範囲が組織内に閉じないよう、シンプルな運営構造にするべき。 

･ 本事業において想定している利活用シーンは中企庁の本業であると考えられるところ、中小企業

支援プラットフォームの運営コストはまずは中企庁が負担するべき。 

⑤ 本事業において参考とするべき海外事例について 

･ 将来的な海外との情報共有を見据えて、海外動向（データ定義、拡張性や更新性に関する国際標準

など）も意識して検討するべき。 

以上 


